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Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進

①薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進

②バイオ後続品の使用促進

Ⅳ－２費用対効果評価制度の活用

Ⅳ－３ 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等

①実勢価格等を踏まえた検体検査の評価の適正化

②実勢価格等を踏まえた材料加算の評価の適正化

③医療技術の評価・再評価の在り方の見直し

④人工腎臓の評価の見直し

Ⅳ－４ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（再掲）

①医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価（Ⅰ-3参照）

Ⅳ－５ 外来医療の機能分化等（再掲）

①外来医療の機能分化等（Ⅰ-4参照）

Ⅳ－６ 重症化予防の取組の推進

①透析中の運動指導に係る評価の新設

②継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設

③生活習慣病管理料の見直し（Ⅲ-1⑬再掲）

④高度難聴指導管理料の見直し

⑤歯科口腔疾患の重症化予防の推進（Ⅲ-1⑭再掲）

Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

①医薬品の給付の適正化

②処方箋様式の見直し（リフィル処方箋の仕組み）（Ⅰ-7⑫再掲）

③処方箋料の見直し（Ⅰ-7⑬再掲）

改定の項目一覧

出典：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2022/02/9） https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html

※灰色で示した項目は本資料には掲載していません
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Ⅳ－８ 効率性等に応じた薬局の評価の推進

①調剤基本料の見直し

②特別調剤基本料の見直し

（以上）

改定の項目一覧

出典：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2022/02/9） https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
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Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進
①薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進
②バイオ後続品の使用促進



出典：厚生労働省_令和4年度診療報酬改定の概要（2022/03/04）個別改定事項Ⅴ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
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後発医薬品調剤体制加算について、令和３年度の予算執行調査（財務省）において、令和５年度末までの新
目標による適正化効果の増分が200億円と見込まれる一方、現行制度では年1,200億円程度とされており、費用
対効果が見合っておらず、加算制度については、廃止を含めた見直しを行うべきであり、その際、減算については、
対象を大幅に拡大するなど減算を中心とした制度に見直すべきではないか、と指摘されている。

出典：厚生労働省_中医協総会（2021/12/08）総-４－１「個別事項（その８）」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000863578.pdf

目次に戻る

参
考



出典：厚生労働省_令和4年度診療報酬改定の概要（2022/03/04）個別改定事項Ⅴ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
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参考：現行の評価

出典：厚生労働省_中医協資料（2021/12/10）総-3「個別事項（その９）」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000868120.pdf

バイオ後続品について 【背景】
参
考
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出典：厚生労働省_中医協資料（2021/12/10）総-3「個別事項（その９）」 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000868120.pdf

バイオ後続品について

目次に戻る

参
考
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Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

Ⅳ－３ 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等
①実勢価格等を踏まえた検体検査の評価の適正化
②実勢価格等を踏まえた材料加算の評価の適正化
③医療技術の評価・再評価の在り方の見直し
④人工腎臓の評価の見直し
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出典：厚生労働省_令和4年度診療報酬改定の概要（2022/03/04）医療技術 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html



12

Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

Ⅳ－３ 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等
①実勢価格等を踏まえた検体検査の評価の適正化
②実勢価格等を踏まえた材料加算の評価の適正化
③医療技術の評価・再評価の在り方の見直し
④人工腎臓の評価の見直し
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出典：厚生労働省_令和4年度診療報酬改定の概要（2022/03/04）医療技術 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
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Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

Ⅳ－３ 市場実勢価格を踏まえた適正な評価等
①実勢価格等を踏まえた検体検査の評価の適正化
②実勢価格等を踏まえた材料加算の評価の適正化
③医療技術の評価・再評価の在り方の見直し
④人工腎臓の評価の見直し
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出典：厚生労働省_令和4年度診療報酬改定の概要（2022/03/04）医療技術 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
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Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

Ⅳ－６ 重症化予防の取組の推進
①透析中の運動指導に係る評価の新設
②継続的な二次性骨折予防に係る評価の新設
③生活習慣病管理料の見直し（Ⅲ-1⑬再掲）
④高度難聴指導管理料の見直し
⑤歯科口腔疾患の重症化予防の推進（Ⅲ-1⑭再掲）



出典：厚生労働省_令和4年度診療報酬改定の概要（2022/03/04）個別改定事項Ⅴ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
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出典：厚生労働省_令和4年度診療報酬改定の概要（2022/03/04）個別改定事項Ⅴ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
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基本的な考え方：生活習慣病患者に対する治療計画に基づいた治療管理及び生活習慣病の管理におけ
る多職種連携を推進する観点から、生活習慣病管理料について要件及び評価を見直す。（Ⅲ－１(13)を
参照）

具体的な内容：（略）

③生活習慣病管理料（再掲）

【Ⅳ－６ 重症化予防の取組の推進】

出典：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2022/02/9）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html



出典：厚生労働省_令和4年度診療報酬改定の概要（2022/03/04）個別改定事項Ⅴ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html

20



21

基本的な考え方：歯科口腔疾患の重症化予防の観点から、以下の見直しを行う。（Ⅲ－１(14)を参
照）
① 全身の健康にもつながる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療について、診療実態を踏まえて評
価の在り方を見直す。
② フッ化物洗口指導及びフッ化物歯面塗布処置について、現在の罹患状況等を踏まえ、対象患者を見直
す。

具体的な内容：（略）

⑤歯科口腔疾患の重症化予防（再掲）

【Ⅳ－６ 重症化予防の取組の推進】

出典：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2022/02/9）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
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Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
①医薬品の給付の適正化
②処方箋様式の見直し（リフィル処方箋の仕組み）（Ⅰ-7⑫再掲）
③処方箋料の見直し（Ⅰ-7⑬再掲）
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①医薬品の給付の適正化

【Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進】

出典：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2022/02/9）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html

目次に戻る

改定前 改定後

【第５部 投薬 】
通則
５ 入院中の患者以外の患者に対して、１処方
につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、
区分番号Ｆ０００に掲げる調剤料、区分番
号Ｆ１００に掲げる処方料、区分番号Ｆ２
００に掲げる薬剤（当該超過分に係る薬剤
料に限る。）、区分番号Ｆ４００に掲げる処
方箋料及び区分番号Ｆ５００に掲げる調剤
技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾
患の特性等により必要性があると判断し、やむ
を得ず70枚を超えて投薬する場合には、その
理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載す
ることで算定可能とする。

【第５部 投薬 】
通則
５ 入院中の患者以外の患者に対して、１処方
につき63枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、
区分番号Ｆ０００に掲げる調剤料、区分番
号Ｆ１００に掲げる処方料、区分番号Ｆ２
００に掲げる薬剤（当該超過分に係る薬剤
料に限る。）、区分番号Ｆ４００に掲げる処
方箋料及び区分番号Ｆ５００に掲げる調剤
技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾
患の特性等により必要性があると判断し、やむ
を得ず63枚を超えて投薬する場合には、その
理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載す
ることで算定可能とする。

具体的な内容：医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して、保険給付の範囲内で処
方できる湿布薬の上限枚数を、1 処方につき70枚までから63枚までに変更する。



外用の消炎・鎮痛薬の処方枚数について

24

出典：厚生労働省_中医協資料（2021/12/08）総-4-2 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000863579.pdf

目次に戻る

参
考
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基本的な考え方：症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の
下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。（Ⅰ－７(12)を参照）

具体的な内容：（略）

新
設 ②リフィル処方箋（再掲）

【 Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進】

出典：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2022/02/9）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
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基本的な考え方：患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から、リフィル処方箋により処方を行った
場合について、処方箋料の要件を見直す。（Ⅰ－７(13)を参照）

具体的な内容：（略）

③処方箋料（再掲）

【Ⅳ－７ 医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進】

出典：厚生労働省_中医協資料「個別改定項目について」（2022/02/9）をもとに作成 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
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ご清聴
ありがとうございました


